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1954年教育職員免許法改正前後における中等教員養成の展開

竺沙知章'・大谷奨=

(平成10年9月21日受理)

1.はじめに

本稿は、 1954年の教育職員免許法(以下、免許法)改

正前後における中等学校教員養成の実態を、主に無試験

検定制度との連続・非連続の観点から検討することによ

り、課程認定制度導入の意味を新制大学「教育学部」 1)

のあり方との関係で解明し、戦後教員養成の2大原則の

1つである「開放制」原則の内実を検証しようとするも

のである。

TEE S研究会の研究によれば、戦後の小学校教員養

成の展開は、 「小学校教諭一級」の免許状取得可能な

「教育学部」は、旧師範学校を母体とした新制大学「教

育学部」に限られ、私立大学では数大学の、きわめて小

規模なものにとどまり、 「開放制」が実質的に機能して

いるとは言い難い実態であった2) 0

その一方戦前の中等学校教員養成においては、高等師

範学校の卒業者に加えて、無試験検定制度によって教員

養成機関以外の学校、大学からの教員就職者がかなりの

割合を占めていた。したがって中等学校教員養成におけ

る「開放制」原則の内実を検証するためには、戦前に無

試験検定の指定学校・許可学校であった新制大学「教育

学部」が、戦後いかなる中等教員養成を展開することに

なったのかがきわめて重要な意味を持つであろう。それ

は国立大学にとどまらず、私立大学をも対象として分析

することを必要とするものである。そしてその際、戦前

において間接的に教員養成機能を果たしていた無試験検

定制度が、戦後いかに存続し、廃止されていったのか。

そして戦後の免許法によってそれがいかに継承され、さ

らに1953年の課程認定制度の導入、 1954年の免許法改正

によって、いかなる展開を見せたのかが、 「開放制」原

則との関係において注目されるのである。それは、無試

験検定制度と課程認定制度との関係、課程認定制度導入

の意味を考察することにつながるであろう。しかしこれ

までの研究では、無試験検定制度が養成制度と切り離し

て捉えられていたり3) 、また無試験検定制度と課程認

定制度との関係の分析が欠落しているなど4) 、両者の

関係について十分な分析がなされてはいない。

以上のような問題関心から、本稿は、 1954年免許法改

正前後の施策動向を分析し、次いで各大学の動向を、戦

前からの大学と戦後発足した大学とを、教員養成を目的

的に行っているか、副次的に行っているかによって分類

し、 4つの類型に分けて分析する。すなわち戦前からの

目的的養成機関、戦前からの副次的養成機関、戦後発足

した目的的養成機関、戦後発足した副次的養成機関、の

4類型ごとに分析を進めていく。

2.免許法改正前後の施策動向

(1)施行法の「緩和」免許法との「均衡」

まず、免許法改正前後の政策動向について検討してみ

よう。

表1は免許法制定から課程認定が省令レベルでも整備

された1954年までの法的改正についての概要を示したも

のである。免許法自体は課程認定の導入まで比較的大き

な修正はなかったが、教職員免許法施行法(以下、施行

法)が制定直後から様々な改正を受けていることが理解

できる。免許法がその対象を新たに養成される教員の資

質に置いていたのに対し、施行法は戦前の教員免許を現

行の免許法のそれに切り替えることを目的として制定さ

れた。施行法が頻繁に改正されたのは、その切り替えの

方針が適宜調整し直されたためと考えることができる。

ではその切替はどのように行われおり、またその再調整

にはどのような傾向が確認されるであろうか。

表2は旧免許状がどのように読み替えられていたのか

を一覧化したものである。施行法制定以前には、学校教

育法施行規則により暫定的な仮免許状が与えられていた

ため、それを左側に示した。この暫定措置ではおおむね、

従前高等小学校以上の教育機関で教員となることができ

たものに対しては中学校の仮免許状が、中等学校以上の

教育機関で教員となることができたものに対してはそれ

に加え、高等学校仮免許状が与えられていたといえる。

これが施行法では表左欄にあるように対応・再整理され

ることになった。

施行法制定にあたってのこの読み替えの基準について、

玖村は以下のように述べている5) 0

本法は次のような基本原則の上に制定せられている。

-免許法の規定との均衡を計ること。

そのため、新免許状への切換に当たって次のことを考慮

している。

*兵庫教育大学第1部(教育経営講座)
**摂南大学
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表1教育職員免許法,教育職員免許法施行法関係法規の変遷

教育軌邑免許法 教育職員免許法施行法 教育職員免許法施行規則 教育職員免許法施行法施行ffl lj

194 9年 5 月 制定 は 律第147号) 制定 (法律第148号)

1949年11月 改正 制定 (文部省令第38号) 制定 (文部省令第39号)

19 50年 5 月 改正 施行法 1条 2条による免許収得者の上級免

許取得の特例規定の期限の設定

198 年3 月31日まで)
青教 .実挿載卒業者への中学校 2凝普通免
許状 .小学校, 高等学校の仮免許状の授与

高等学校教員無試験検定指定者に対する小

学校仮免許状 .中学校高等学校 l蔽普通免
許状の授与

1950年 8 月 施行法 1条2 条による免許取得者の上級免
許取得の特例規定の期限の延長

(19施年3 月31B まで)

195 W 3 B 「商船」「宗教」の遥加

中学校 1級普通免許状高等学校 2級普通免
許状取得の原の教職に関する専門科1 20単

位中5 単位を教科に関する専門科目として
修得可能

旧免許から薪免許への切り替えの促進

施行法1粂 2条による免許状取得者の上級

免許状取得の特例未定の期瀬の再延長
1961年 3 月31日まで)

国民学校専科教員免許状取得者に5年の実
務経験をもって中学校2 級普通免許状を授

与

1951年 7月 「商船」「宗教」の追加に伴う改正

高等学校 1緻普通免許状上進の原の必要単

中等教員に対する担当教科以外の下級免許

の交付未定

195 2年11月 教育長講習の暫定的軽減

19 53年 6 月 改正

19 53年 7月 中学校教員免許状取得者による小学校専科
教員の導入

過程認定制度の発足

S it.

19 53年 8 月 単位修得試験に関する規定

19 53年10月 施行法によって取得した高等学校 2級普通
免許状をはじめて上進する腰の必要単位数

の特例の削除

単位修得試験導入による法的整僻

19 54年 5 月 単位修得試験受験料の設定

19 54年 6 月 仮免許状,校長.教育長.指導主事免許状の
廃止

教科に関する即 1科 Elの削 ヒと教職に関す

る専門科目の軽減

免許種別の改廃に伴う整備

第 2状第2項第15号の卒業年度の期限の設
t 1957if 3 H 31B )

施行法 I条 2魚による免許取得者の上級免
許取得の特例から小学校中学校数副こ関す

る者を削除

1954年10月 専戸川 日の細目の変更
課程認定に関する塩定

免許制度の改廃に伴う着席

表2旧教員免許状,免許法制定前の暫定措置および施行法による新免許状との関連

ョm m & ′競別による対応 必要 とされる旧免許 . 苧歴等 教育職員免許法施行故による対応
中学校教諭 高等学校教諭 高等学校教諭免許状 中学校教諭免許状

仮免許状 仮免許状 1 級 2 級 仮 1 級 2 級 仮
○ 国民学校本科教員免許状を有する者 ○

○ 国民学校専科教員免許状を有する者 S3 ○
○ 青年師範学校を卒業 した者 ○ ○

○ 青年学校教員養成所を卒業 した者
↓
青年学校教員養成所, 実業補習学校教員養成
所を卒業 した者

○

③

○

○

○ 文部教官または地方教官たる青年学校教員 ○
○ ○ 中等教員免許状を有する者 ○ ○
○ ○ 実業学校教員免許状を有する者 ○ ○
○ ○ 高等学校高等科教員免許状を有する者 ○ ○
△ ○ 実業学校の教員となることがで きる者 ○ ○

○ ○
大学, 大学予科, 高等学校高等科, 専門学校 ,

教員養成所学校 の教員の経歴を有する者
○ ○

○ ○ 学士の称号を有する者 価 ○ ③ ○

○
高等学校高等科, 専門学校卒業者, 大学予科
修了者

○ ③ ○

○ 資格を有 しないで中学校教員の職 にある者 ○

○

○
昭和22年度以降 の師範学校卒業者 (その他文
部大臣が指定 した者)

○

- - 博士の学位を持つ者 ○ ○

- - 桔定許可学校 の卒業者 m ○

- -
高等学校教員無試験検定を受けることがで き
る者 *

○ ○

○内の数字は当該学校で勤務した年数を示す
△は現に職にある者。
Jおよび*は1950年5月改正による。
下線は1951年3月の改正による。
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1出願者の学校教育修業年数(小学校一年から最終

学校までの年数)

2出願者の卒業(修了)した学校における教職課程

の有無並びにその程度と新免許法によって、その職

につくことを免許する学校の程度。

3出願者が、旧法令の規定によって、その職につく

ことを免許された学校の程度。

4教職経験の価値を認めること。

二新免許状への切替えを円滑容易ならしめること。

三教員組織及び教員需要の現況にかんがみ免許状の授

与条件について多少緩和したこと。

ここからは、一定年数の学校教育を経たこと、そこで

の教職課程の有無、さらに教職経験を加味して新免許へ

の切替を行おうとしていたことが伺える。たとえば、玖

村がいう教職課程を持っ教育機関の修了に対しての場合、

その修業年限が14年の場合には旧制学校に対応する新制

学校の2級免許状が与えられ、主に師範学校卒業者がこ

れに該当する。また取得まで16年間の学校教育を要する

高等学校高等科教員資格を持っ場合、 1級免許状が与え

られている。

一方、教職課程を経ていない場合、旧制専門学校卒業

については、修業年数が14年となり、これには仮免許状

が、また学士をもつもの、すなわち旧制大学卒業(16年

問の学校教育を経たことになる)者には2

級免許状が認められ、それぞれ3年の教職

経験で一つ上位の免許状が与えられており、

ここから、 3年の教職経験が、教職課程を

経ていることと同様と見なされ措置されて

いることが理解される。

以上の点からみて施行法は制定当初、短

期大学(14年間の学校教育)や大学(16年

間の学校教育)を経て、またそこで教職課

程を履修することを免許の条件としていた

免許法の原則を一定程度反映していたとい

ことができよう。一方、玖村は免許法との

「均衡を計る」と述べつつも、現状からし

て「授与条件について多少緩和した」とも

述べている。教職経験年数による上位免許

の取得はこの一例であろう。

しかし、その条件は施行法制定以降、いっ

そう緩和されていったということができる。

表2には、青年学校教員養成所卒業者には

当初、中学校仮免許状、 3年の教職経験を

もって中学校2級免許状に対応させていた

ものの、 1950年に対象として1年課程の実

業補習学校教員養成所卒業者まで拡大し、

教職経験なしで中学校2級、高等学校仮免
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許状へ切り替えることが可能となった改正の過程を示し

ておいた。同様に、 1951年には国民学校専科教員免許を

有するものに、 5年の教職経験をもって中学校2級免許

状を与えるようになる。なお、 1950年には表最下欄にあ

るように、高等学校高等科無試験検定の指定を受けてい

たものに対して、高等学校、中学校1級を与えるように

措置しているが、従前、その上欄にあるように無試験検

定の指定許可学校卒業者は一括して2級に対応させてい

たことからすれば、これも緩和の一つとして捉えること

ができる。

条件の緩和は、このような最初に取得できる新免許の

対応だけではなく、施行法によって切り替えられた免許

状を上進する際にも現れている。表3①は免許法による、

また②は施行法による上進に関する規定をそれぞれまと

めたものである。施行法によって免許を得たものは、上

下いずれか自分にとって有利な方で上進をすることが可

能であった。免許法による上進が必要単位数を重視して

いるのに対し、施行法による上進は在職年数を重視して

いる。しかも免許法では上進を受ける免許状と同種の学

校での勤務年数しか認めていないのに対し、施行法では

在職に関しては当該学校以外での教育事務の従事年数を

含めることができ、たとえば高等学校免許状の上進に、

国民学校での勤務年数を含めることが可能であった。玖

村はこれに関して、 「免許法の施行に伴って教育界に不

表3教育職員免許状の上進に関する規定(1954年改正以前)

①免許法による規定(免許法第6条別表第4および免許法施行規則第14条による)

取 得 す る
免 許 状

所 有 す る
免 許 状

当該学校で

の勤労年数

必 要 単 位 数

一般教育科目
教科に関する
専 門 科 目

教科に関する
専 門 科 E]

中学校 2 級
普通免許状

中学校仮
免許状 3 年 5 10

(5) (10 )

中学校 1 級 中学校 2 級
5 年 15 25 5

普通免許状 普通免許状 (10) (20) (15 )

高等学校2級 高等学校
5 年 15 25 5

普通免許状 仮免許状 (10 (20) (15 )

高等学校 1級
普通免許状

高等学校2級
普通免許状

3 年 10 → 15
I旦二旦2 I旦2

()内は施行法により免許状を取得したものがはじめて上進する場合の単位数の内訳
-は1951年7月の免許法施行規則改正による変更
下線部は, 1953年10月の免許法施行規則改正により削除

②施行法による規定(施行法第7条および施行法施行規則第17条による)

取 得 す る

免 許 状

所 有 す る

免 許 状

教員職員とし

ての在職年数

必 要 単 位 数

一般教育科目
教科に関する

専 門 科 目

教科に関する

専 門 科 目

中学校 2 級

普通免許状

中学校仮

免許状
5 年 5 10

中学校 1 級

普通免許状

中学校 2 級

普通免許状
10年 13 10

高等学校 2 級

普通免許状

高等学校

仮免許状
10年 13 10

高等学校 1 級

普通免許状

高等学校 2 級

普通免許状
5 年 13 10
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安動揺をなからしめるため考究」されたものであって

「教職年数によって上級の免許を授与する方法は可及的

速かに」 「本則(-免許法・筆者註)に移行すべきもの

であり」あくまでも「経過的措置である」としている6)。

事実この措置は1950年5月の改正によって、 1953年3

月31日までと期限が設けられる。しかし同年8月には19

56年度末、 1951年3月には1961年度末に期限が延長・再

延長されている。結局1954年施行法改正により、この特

例は小学校中学校に関しては最終的な期限を待たずに廃

止されたが、高等学校2級から1級への施行法を用いた

上進は1961年まで存続しており、これもやはり条件の緩

和と捉えることができる。教員不足の深刻さを想像させ

るものの、一連の改正は、玖村のいう免許法との「均衡」

が、条件の緩和によって1954年までに徐々に崩れていっ

た過程と見なしうるのである。

(2)課程認定の性格とその機能

次に、本稿のもう一つの関心である無試験検定と課程

認定との連続とも捉えうる側面に着目する。学校教育法

及びその施行規則の制定により、教員免許令と関係法規

は廃止されたが、表4の左に掲げたように、戦後も許可

学校の承認は降りている。表中、戦前に承認された無試

験検定学科目に教科名がある学校は、追加となるが、そ

れがないものはその学校自体が戦後になって初めて許可

を受けた学校や教科である。

また表右側にはその後身校の課程認定の状況を示して

おいたが、これを通覧する前に、課程認定制度の導入に

至るまでを概観してみよう。 1949年に免許法による教員

養成が開始され、その適用を受けた新制大学の最初の卒

業者は1953年3月に輩出されるのであるが、しかしそれ

以前に課程認定導入に向けての動きがすでにみられる。

近畿教育長協会は1952年に、教職課程の「単位履修の実

態については、文部省の厳重な監督を必要とする。或い

は教員免許状を与え得る大学を文部大臣が特に審査し指

定許可の取扱いを受けた大学に限定することも考えられ

る」と課程認定に通じる意見を文部省に示している7)。

また翌年1月の教育職員養成審議会は課程認定導入に向

けて明確な答申を行い8)、これに基づく免許法の改正案

が3月に国会に提出されている9)。結果としてこれは審

議未了のまま廃案となったが、これら一連の動きが、新

制大学卒業者が出る以前にみられるということは、その

批判のポイントが、新しい教員養成制度を経たものの力

量ではなく、大学における教員養成の内実が貧弱である

ことに向けられてたことを推測させる。

では実際にその批判を基底として導入された課程認定

により、戦後に無試験検定を許可されていた学校ではど

のように認定を受けていたであろうか。表4の右側には

後身と目される学校の、 1954年4月から課程認定の適用

を受けた教科を載せておいた。これで見る限り、戦前と

戦後の許可された無試験検定時の教科目とほぼ一致して

いることが理解できるであろう。従来、課程認定が大学

における教師教育の強化をねらい、国家的規制として機

能した、とされる通説にも関わらず、このように無試験

検定の許可学校が一定の連続性を示している以上、課程

認定が従前からの教員養成機関を擁護する役割を果たし

ていたという側面には注目してよいであろう。

また表5は、無試験検定を受ける際の申請項目と、課

程の認定を受ける際のそれを対照させてみたものである。

ここには申請の様式について極めて高い類似性を兄いだ

すことができるのである。表中、無試験検定申請の際、

示さなければならなかった学校の経済的な維持に関わる

項目が課程認定にはないが、これはすでに大学設置認可、

もしくは学校法人設立の際に審査されて必要なかったの

であろう。なお表の中心には、免許法制定当時からあっ

た、教員養成機関の認可を受ける際の申請様式、下に参

照として、 1950年の文部省の文書にあった教職課程をお

く場合に示さねばならなかった申請様式を示しておいた。

これらもよく類似しており、無試験検定から課程認定に

至る仲立としての役割を果たしていたのではないかと思

われ、課程認定の導入は戦前の制度である無試験検定の

唐突な復活であるといった単純な認識は難しくなるであ

ろう。

このように、法令レベルでは「開放制」を謡う免許法

がある一方で、施行法が教員不足を補うように特例的な

緩和をすすめ、逆に「開放制」下での教員養成を規制す

る方向で導入された課程認定は、制度上無試験検定と強

い連続性をもつ反面、無試験検定時の指定許可学校をむ

しろ擁護するように機能していたことが指摘できる。

ではこのような施策動向の中で、課程認定をはさんで

の各大学の動向について次にみてゆこう。

3.各大学の動向

( 1)戦前からの目的的養成機関一広島大学一

広島大学教育学部の教職関係学科課程をみると、特徴

として選択必修科目の豊富さを指摘することができる。

表6の1950年度のものと表7の1955年度のものを比較す

ると、基本的には変化はみられない。

(2)戦前からの副次的養成機関

①東京大学

東京大学では、 1903年に中等学校教員無試験検定の

指定学校となった後、 1919年に教育学の4講座が増設

された。その理由書に「教職員志望者に教育に関する

修養を与えるの目的を以て」と記されていることから

も明らかなように、副次的ではあるが、教員養成を意

図して教育学講座が増設されていたことが注目される。
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旧制学校名 学科名等 無試験検定
学科Ej

戦前承認され
た無試験検定
学科目

新制学校名 年月日 中学校教諭 高等学校教諭

安城女子専門学校 保健科 家政科保健 家政科家政 安城学園女子短期
大学

1955年2月8日保健,家庭 保健,家庭

岡山清心女子専門
学校

本科家政科保健科 家政科保健
ノI トルダム清心
女子大学

1954年12月7日国語,理科,家庭,英語 国語,理科,家亀 英語
本科家政科保健科 家政科家政
本科家政科被服科 家政科被服

関西学院専門学校 高等商業部 外E司語科の内英語
実業科の内商業

関西学院短期大学 1954年12月7日英語 英語

関西学院大学 1955年 2月8日国語,社会,英語 国語.社会,商業,英語

宮城学院女子専門
学校 国語科 匡L民科Eg語 外国語科め内英語 宮城学院女子大学 1954年12月7日音楽.英語 音楽.英語

京都女子厚生専門
学校 本科 家政科保健, 家政

科育児
京都家政学園短期
大学

京都府立女子専門
学校 理学科 理数科物象

国民科国語ー家政
科家政, 家政科保
鳳 家政科被服

西京大学 1954年12月7日
国語-社会.理科ー保健▼
家庭,職業ー英語

国語,社会,理科,保健▼
家庭,農業,英語

京浜女子家政理学
専門学校

保健科 家政科保健 京浜女子短期大学 1954年12月7El 保健,家庭 保健,家庭
保健科 家政科家政

共立女子専門学校
保健科 家政科家政, 家政

科煤健
家政科被服

共立女子大学 1954年12月7日 家庭 家庭

育児科 家政科育児 共立女子大学短期
大学部

1954年12月7日 国語,家庭,英語 Eg語.家庭,英語
育児科 家政科家政

金城女子専門学校 被服科 家政科被服

国民科国語, 家政
科家政, 家政科保
健, 家政科育児,
外国語科の内英語

金城学院大学 1954年12月7日 国語,英語 国語,英語

金城学院大学短期
大学部

1954年12月7日 国語,家庭,英語 回れ 専St.畢語

恵泉女学園専門学
校 農芸科 実業科の内農業

意泉女学園短期大
早

研数専門学校 物理化学科 理数科物象

光華女子専門学校

生物科 理数科生物

光華女子短期大学 1954年12月7日 国語.保健,家庭,英語 国語,保健.家庭,英語保健科 家政科保健

保健科 家政科家政
数学科 理数数学

実践女子専門学校 本科歴史科 国民科歴史科

家政科家政,家政
科保健.家政科育
児,家政科被服,
国民科国語

実践女子学園短期
大学 1954年12月7日 国語,保健一家庭,英語 匡一語ー保健,家庭,英語

実践女子大学 1954年12月7日 国語,保健,家庭,英語 国語,保健,家庭,英語

早稲田大学

高等師範部体育科
(三年制)

体顔料体操
国民科国語,外国
語M o rt幸治

早稲田大学 1954年12月7日

国語ー社会,数学,甥拝斗ー
職業,職業指導,英語,
ドイツ語, フランス語,
ロシア語

Eg語I社会ー数学,理科.
工業,商業,職業指導.英語,
ドイツ語, フランス語,
ロシア語

高等師範部体育科
(四年制) 体練科体操

相愛女子専門学校

保健科 家政科保健
相愛女子短期大学 1954年12月7日 国語,音楽,保健,家庭 Eg語,音数 保健,家庭被服科 家政科被服

国語科 国民科国語

大妻女子専門学校 経済科 実業科の内商業
家政科家政,家政
科煤健,家政科育
児.家政科被服

大妻女子大学 1954年12月7日 保健,家庭 保健,家庭

大妻女子大学短期
大学部

1954年12月7日 保健▼家庭 保健,家庭

大阪府女子専門学
校 本科経済科 実業科の内商業

国民科国語, 家政
科家政,家政科保
健,理数科物象

大阪女子大学 1954年12月7日
国語,社会,数学,理科,
保健体育,保健,家庭.
英語

国語,社会,数学,理科,
保健体育,保健一家庭,
英語

大和女子農芸専門
学校 実業科の内商業 大和農芸家政短期

学校
1954年12月7日 家庭,職業 家庭,農業

津田塾専門学校
数学科(三年制) 理数科数学 外Eg語科の内英語 津田塾大学 1954年12月7 EI 数学,英語 数学,英語
数学科(四年制) 理数科数学

都立女子専門学校

第一部数学科 理数科数学 家政科家政, 家政
科保健

東京都立大学 1954年12月7日
国語,社会,数学,理科,
職業,英語, ドイツ語,
フランス語

国語,社会,数学,理科
工業,英語, ドイツ語,
フランス語

第一部物理化学科 理数科物象

保健科 家政科家政, 家政
科保健

東京女子経済専門
学校

本科保健科 家政科保健 東京文化短期大学 1954年12月7日保健.家庭 保健,家庭
本科育児科 家政科育児

東京女子厚生専門
学校 本科厚生科 家政科保健, 家政

科育児
東京女子医科大学
看護短期大学

東京女子大学

本科経済科 実業家の内商業 外国語サ4^ IォJォK抵
国民科国語, 理数
科数学

東京Z -f-K辛 1954年12月7日国語,社会,英語,宗教 国語ー社会l英語,宗教

本科歴史科 国民科歴史
東京女子大学短期
M r s

1954年12月7日国語T数学.保健体育.英語 国語,数学,保健体育,英語

日本女子大学校

家政学部第一頼 家政科家政

Eg民科国語, 外国
語科の内英語

日本女子大学 1995年2月8日
国語,社会,数学,理科,
図画工作.保健.家庭.
職業指導ー英語

国語′社会,数学.理科.
図画.工作,保健.家庭,
職業指導,英語

家政科管理料 家政科家政

家政科家政理科
(物理化学専攻) 家政科家政

家政科家政理科
(生物農芸専攻)

家政科家政

文化歴史科 匡ー民科歴史

福岡県女子専門学
校 数学科 理数科数学

国民科国語. 家政
科家政.家政科保
m

福岡女子大学 1954年12月7日国語.理科.保健.家庭,
英語

国語,理科,保健,家庭,
英語

明治学院専門学校 車文化
外国語科の内支那
語

実業科の内商業,
外国語科の内英語

明治学院大学 1954年12月7日社会,職業,英語,宗教 社会 商業.英語,宗教
1955年2月8日中匡一語 中国語

立正大学 宗教国文科 国民.科国語 国民科地理. 国民
科歴史

立正大学 1954年12月7E] 国語,社会.職業,英語.
宗教

国語,社会,書道.商業.
英語,宗教

立正大学短期大学
as

1954年12月7日社会.一枚業,宗教 社会,商業-宗教

課程の認定は, 1956年4月より適用された者に限った。
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表5許可学校許可申請と教員養成機関指定申請及び課程認定の申請の様式の対照

中学校葛等女学校数月無試験検定許可規定 (ユ927年文部省令 1号 ) 教育職月免許法施行規則 (1949年文部省令28号) 教育職員免許法施行規則 (1954年文部省令26号)

第 1 粂 中学校高等女学校無試験検定規程第 7 粂第 2項 第23粂 第21灸の教且養成機関の指定を受けようとする場合 に 第21粂 前条第 1 項の規程により課程の認定を受けようとす る
ニ依ル許可ヲ受ケムトスルトキハ公立学校ニ在 リテハ管理者ニ於 おいては, その設盛者は , 左の事項を記載した申請書を . 指導 と 大学の設置者は, 認定を受けようとする諜掛 こついて, 左の事項

チ , 私立学校ニ在 リテハ設立者こ於テ左ノ事項 ヲ具シ文部大臣こ 承認を受けようとする大学を経由して, 文部大臣に提出しなけれ を吾己載 した申請書を文部大臣に提出 しなければならない0

申請スへシ ぱならない0

設置者の氏名または名称及び住所

名称 名称 大学の名称

学則 学則 学則

無試験換定ノ取扱 ヲ受ケムトスル学科及教員免許状 ヲ愛クへキ見
込ノ学科 El

大学の学部の名称

認定を受けようとする課程において修得させる専門科目に係 る免
許ォ'"I

生徒定点及畢在生徒数 (学科別 , 学年別及学級別) 生徒定点 学生定見

学校長及当該学科担任教月ノ居歴象 担任学科目▼担任時数及専 轟員嘗球機関 -'k ^ tt S .t ;'甘廿 l 轟H O JI 呂. ぜ患+ 押せ科目 教員の氏名 , 載名▼担任科目及び専任兼任のB,I
任兼任 ノ区別ヲ記 シタル詞書 サ;>ヰ任蕎叶 .->5'l

事務主任者の氏名及び履歴

教科書及参考書ノEl録
教授用器具, 磯城及標本ノ E]録

校舎, 実習施設等に関する事項 施設 , 設備▼教育実習施設等に関する事項

校地. 校舎, 及寄宿舎 ノ図面

位置 位置
当該学科の卒業者数 (年度別) 及卒業後 ノ情況

経費及維持ノ方法 維持経営の方法 .収支予算の計画
学校財産ノ総額

殺肴n-n u

専門叫 1.1L">れ市諜

その他設置者において必要と認める事項 その他大学において必要と認める事項

第 8 粂 許可ヲ受ケタル学校ニ於テ第 1 粂第 1 号乃至第 3 号, 第 24粂 指定を受けた教員養成横国の設置者は , 前条第 5 号若 第22桑 第20条第 1 項の規定により認定を受けた大学が前条第
第 5 号中生徒定員及第 8 号 ノ事項ヲ変更セム トスル トキハ文部大 しくは第 9 号に栂げる事項又は設置者若しくは指定教員養成機関 1 項第 5 号に規定する事項を変更 しようとするときは. 文部大臣
臣ノ認可ヲ受ケ第 7 号, 第 9 号中教科書及第11粂 ノ事項 ヲ変更 シ の長を変更しようとするときは…文町大臣に申請し. その承認 を に届けなければならない0

1

タル トキハ遅滞ナク文部大臣ニ開申スヘシ但シ他 ノ規定ニ依 リ文
部大臣こ開申シ若クハ其ノ認可 ヲ受ケタル事項ハ此ノ願ニアラス

受けなければならない0

2 指定教員養成税関の設置者は, 前条第 1 号 , 第 2 号一第 3 号

若 しくは第 6 号に掲げる事項又は事務主任者に変更があったとき
は, 1 月以内に...文部大臣に届け出なければならない0

参照
大学において教員養成課程を置く場合の審査について
(文菅菅第166号26/7/7)
第1学部学科別学生収容定員(第八参照) (注) 1学
年当入学定員および簸定員記入のことo
教職課程単位取得希望者概数
教職課程履修方法(第七参照)
教職課程担当職員組織(第九の二および三参照)
-配当定員
二教員予定
(注) 1二の教員予定中,環に教職課程講座あるいは
科目を担当しているものについては,上欄に○印を付け
ること。
2予定者については,個人調べ(履歴書,同意書,莱
績等)各四部提出のこと。

備考
1設置要項記載様式は,大学設置認可書記載様式に準
ずる。
2 ()内の第〇参照とあるものも大学設置認可申請書
記載様式を指すO

表6 1950 (昭和25)年度広島大学教育学部学科課程

義 学 科 目 学 科 内 容 週 間
時 数

セ メ ス タ ー
3 4 5 6 7 8

敬
敬
料
s

必
演

教 育 原 理
教 育 原 理 2 蝣)
裏 書 賛 琵 及 指 導 2 1 .5 1.5

教 育 心 理 学 教 育 心 理 学 2 2
青 年 心 理 学 2 1

教 科 教 育 注 教 組 教 育 注 3 3
教 育 宴 習 教 育 宴 習 3

戟

職

料

B

選

択

必

倭

教 育 哲 学 教 育 哲 学 2 2

教 育 史 H * * 浅 水 府 中 2 2
丙 洋 教 育 中 2 2 2

教 育 社 会 学 教 育 社 会 学 2 2

教 育 行 政 学 蒙 書 馨 醤 2 2

教 育 統 計 学 教 育 統 計 学 2 2
…=[ォ;蝣; 謹 呈 職 業 教 育 ・) 2

:SサrfK .. 職 業 糟 導 2 1 2

心 理 学

学 習 心 理 学 3 3
何 件 心 理 学 2 2 2
発 達 心 理 学 2 2 2
社 会 心 理 学 2 2 2
'a w m m sm iM ii. 2 2

以
>_

目

は
科

法
修

育
必

教
択

科
遠

教
<

*

<選択科目>

(出典『広島 芽
,

 

'

蝣

:

蝣

:

-

<

蝣

-

%

た

,
地
相

法

.

験

青

史

実

教

育

学

科

教

化

会

語
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(出典r広島大学教育学部学生便覧昭和30年Jl)



1954年教育職員免許法改正前後における中等教員養成の展開

科目として、教育学概論、教育史概説が開講されていtzK

以上のような戦前の体制を戦後も引き継いでいくこ

とになる。文学部英文学科の旧制と新制のカリキュラ

ムを比較すると、単位数、科目の内容が同じでありほ

とんど変化が見られない(表8)。教職科目は免許法

に即したものであるが、教職科目が教育学部の科目と

は別個に開設されていた(表9)。

表8東京大学の旧制と新制のカリキュラム比較(文学部英文学科)

旧制 (1918) 3 年制で21単位 新制 (1951) 3 - 4 年次で72単位

(必修科目) 9単位 (荏) (必修科 I) 40単位

英語学概論 1 英語学概論 4

英米文学史概説 1 英文学史概説 4

英語学 .英米文学特殊講義 4 米文学史概説 4

英語学 ..英米文学演習 3 英語学 .英米文学特殊講義 16

英語学.英米文学演習 12

(荏)旧制の単位計算の方法では, 2時間(1コマ)の講義を一年中受けることによっ

て1単位が認定された。したがって旧制の1単位は新制の4単位に相当する。

(出典『東京大学百年史』資料編二)

表9 1951 (昭和26年)年度の東京大の教職科目(教育学部にて開講)

科 目 単 位 数

教育原理 (2 年次以上 ) 4

教育心理 (2 年次以上 ) 4 (青年心理学を含む)

教科教育法 ( 3 年次以上) 4 (注 )

教育実習 (4 年次 ) 3

(荏) 「00教育」 「00科教育法」等の名称で開講されたのは国語・

社会・英語・理科・数学のみo他の科Elに関しては,それぞれの専

門科目を開講する学部の特定の科目の履修をもって認定された。

※上姑の科目は教育学部の専門科目とは別に開講されたもの。

(出典『東京大学教育学部便覧』 F東京大学教育学部三十年史』 1985)

②日本女子大学

日本女子大学は、 1901年に創設され、 1906年には教

育学が設置され、中等教員養成への取り組みが開始さ

れる。そして、中等教員の無試験検定の資格が1910年

に家事科、 1923年に英語科、 1928年に国語科、 1948年

に国民科歴史について認められていった。このような

実績をもとに戦後も教員養成を担っていく12) 。

1948年に新制の日本女子大学が設置され、 1950年に

文学部に教育学科が設置された。そして表10に示され

た教科について、中学校1級、高等学校2級の課程認

定がなされた。特徴的なことは学科レベルまで明確に

示されていた点であり、より厳密に履修の基準を方向

づけていたと言える。

教職科目は、表11からもわかるように、基本的には

文学部教育学科で提供されていたが、家政学部児童学

科でもその一部が提供されることになっていた。また

教職科目は、教育学科の専攻科目として開設されたも

のでもあり、両者が別個に開設されていた東京大学と

・17

は異なった体制になっていた。

表10日本女子大学における課程認定(中学校一級・高等学校二枚)

教 科 学 科

国 語 文学 部国文学科

数 学 文学 部教育学科 , 家政学部家政理学科

英 語 文学 部英文学科

理 科 家 政学部家政理学科

家 庭 家 政学部食物学科 .生活芸術科

社 会 文 学部史学科 .社会福祉学科 .教育学科

(釦関西学院大学

関西学院大学は、 1916年より教育学関係科目を開設

し、またその後もいくどかの改正を行い、試行錯誤を

繰り返していた。そして1922年に2名の学生が英語の

中等学校教員試験検定に合格するという実績を挙げる

までになり、そうした実績により、 1924年に専門学校

文学部英文学科卒業者に対して、英語の中学校教員無

試験検定申請資格が、 1925年には専門学校高等商学部

卒業者に対して、実業学校の商業関係の免許と英語の

無試験検定資格が与えられた。その後1932年に大学が

創設され、 1937年に修身、英語の高等学校高等科教員

無試験検定申請資格が、 1938年には同じく大学卒業者

に対し、修身、公民、英語などの中等学校教員無試験

検定申請資格が与えられた11) 。

以上の戦前の体制が戦後も継承された。 1948年に新

制の関西学院大学が発足し、教育学科で教員養成を行

うという教育刷新委員会の方針にそって、教育学科が

設置され、表13に示したような教職科目が開設された。

ただし、 1952年の学生に対する履修の手引きでは、

「教員免許状を得るための科目履修については、前以

て必ず文学部教育学科小田助教授に個別面接の上、そ

の指導を受けるようにすること」と記されており、こ

の当時、教職の課程が明確に定められていなかったこ

とがうかがえる。その後1954年の課程認定によって、

表12にあるような免許科目が認められた。ここで重要

なことは、英語の免許が文学部だけでなく、他のすべ

ての学部でも認められていたことである。戦前におい

ては、英語による授業がなされており、そのために英

語の無試験検定申請資格が認められていたが、戦後、

そうした授業形態がとられなくなったにも関わらず、

戦前の実績から商学部や経済学部、法学部においても

英語の免許の課程が認められたものであり、既得権擁

護を如実に示すものと捉えることができる。ただし、

大学院では、文学研究科のみが英語の高等学校1級免

許の取得が認めらたにとどまっており、このことは高

等学校1級免許は別の論理でなされていたと考えられる。
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表11日本女子大学における教職科目

(出典『日本女子大学要覧』)
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衷12関西学院大学において戦後課程認定によって取得できる免許
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学部及び大学院 教科 種 類 認定年度 学部及び大学院 教科 種 類 認定年度

神学部
宗教 中学一,二級, 高校二級 196 1

経済学部

英語 中学一,二級, 高校二級 19 54

英語 中学一,二級, 高校二級 19 54 社会 中学一, 二級, 高校二級 19 54
神学研究科 宗教 高校一級 196 1 商業 高校二級 1954

文学部

国語 中学一, 二級, 高校二級 1954 経済学研究科 社会 高校一級 1955

英語 中学一, 二級, 高校二級 1954

商学部

英語 中学一, 二級, 高校二級 1954

社会 中学一, 二級, 高校二級 1954 社会 中学一, 二級, 高校二級 1954

文学研究科

国
口

高校一級 1955 商業 高校二級 1954

英語 高校一級 1955 商学研究科 商業 高校一級 1955

社会 高校一級 1955
理学部

理科 中学一, 二級, 高校二級 1962
社会学部 社会 中学一, 二級, 高校二級 1973 数学 中学一, 二級, 高校二級 1962
社会学研究科 社会 高校一級 1973 理学研究科 理科 高校一級 1966

法学部
英語 中学一, 二級, 高校二級 1954

社会 中学一, 二級, 高校二級 1954

法学研究科 社会 高校一級 1955

(出典『関学教職教育』創刊号1996年)

表13関西学院大学の教職科目の変遷

< 1948 (昭和23) 年度 学科課程>

一般教養科 目人 文関係科 目 教育学概論(3)

教育学関係 の専 門科 目 宗教教育学(6) 教育 史(6) 教育 学史(3) 教育心理学(6) 教育社会学 (3) 公民教育学(3)

教授法(3) 教育学特講(9) 教育 学演習(12)

教育学科必修科 目 教育 学概 論(3) 教育史(6) 心理学 概論(3) 倫理学(3) 西洋哲学史(3) 教育学 史(3)

教育心理学(6) 教育社会学(3) 公民 教育学(3) 教授法(3) 宗教教育学(3) 教育学特講(9)

教育学演 習(12)

< 19 52 (昭和27) 年度学科課程>

教職 に関す る専 門科 目 教育心理学 , 青年心 理学(成長 と発達 を含む)(3)

教育原理 (教育課 程,教育方法及 び指 導を含む)(3)

教科教育法(3) 教育実習(3)

上記以外 の教職 に関す る専門科 目の単 位 は次の科 目について修得す る ことが できる。

教育哲学 教育史 教育社会学 教育行政学 教育統計 学 図書館学

その他大学が適宜加 える教職 に関す る専門科 目

英語科教 員免許状 を受 けるための必修専門科 目

以下 の専門科 目 (群) にわ た りその 3 文の 2 以上 の科 目につ いて, それぞれ 2 単位以 上を履修

. 英語 学 . 言語学 英語学概論(4) 英語学研究演習(4) 言語学 概論(4)

. 英文学 英文学概論(4) 英文学史(8) 米文学史(4) 英米 文学講読演習(8) 英文学研究演習(8)

教育学科必 修科 目 教育学概論(4) 教育学講読演習(8) 教育学演 習(4) 教育史(4) 教育学史(4)

教育社会学(4) 教育 方法(4) 社会教育(4) 教育行 政(4) 教育評 価(4) 各科教育法(12)

教育統計学(4) 教育 実習(4)

「教員免許状 を得 るための科 目履修につ いては, 前似て必ず文学部教育学科小 田助教授 に個 別面接 の上, そ の指導 を

受 けるよ うにす ること0 」

< 1954 (昭和29) 年度学科 課程>

教育学関係専 門科 目 教 育学概論 (4) 教育 学講読演 習(8) 教育学研究演 習(8) 教育史 (4) 教育学史(4)

教 育方 法(4) 社 会教 育(4) 教 育行政(4) 教育評価(4) 各科教育 法eQ) 教育統計学(4)

教育実 習(13 職業指導(4) 教 育社 会学(4)

教育学科 必修科 目 教育学概論(4) 教育学史(4) 教育 学講読演習(8) 教育 学研究演 習(8) 教育実習(4)

上記 の外次 の 2 枚中 よ り各類 8 単 位 を履修す る こと

(第 1 類) 教育社会学(4) 教育 史(4) 教育行政(4)

(第 2 類) 教育心理学(4) 教育 方法(4) 教育評価(4)

(出典『関西学院大学文学部60年史』1994年, 『関西学院百年史資料編Ⅱ』1995年)
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表14 1952 (昭和27)年度東京学芸大学のカリキュラム

甲教科群(社会科,理科,家政科,職業科)乙教科群(国語,書道,数学,音楽,図画工作,保健体育,英語)

料
目

学
期

専 門 科 E]
自

也

必 単

自
由
選

ォ
専
JfE

選択必
般
n

般
体
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般 修科E] 倭
及 位

釈

ft 外
国
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職 必

用 必
s

択

び <p
位

計

秤 料 秤 サ 選 計
目 目 料

目

目 料
目

意 倭 修
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2

千
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↓

↑

14

↓

4 ↑
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↓

↑

ユ4

↓

Ⅶ 2 4 6
2

6

Ⅵ 2 3 8 2 13

Ⅴ 2 3 8 2 13

IⅤ 8 1 3 2 5 19

IⅡ 8 1 3 2 5 19

Ⅱ 8 I 3 2 5 19

I 8 1 3 2 5 19

計 36 ・I 12 20 40 10 14 136

授 業 科 目 単 位 数 開 設 学 期

教 育 社 説 2 Ⅲ Ⅲ

教 育 方 法 2 ⅢⅢ

教 育 史 1 Ⅴ

教 育 社 会 学 2 Ⅵl Ⅶ

学 校 経 営 2 Ⅶ Ⅶ

ガ イ ダ ンス 2 Ⅶ Ⅶ

児 童 心 理 学 2 I l

教 育 心 理 学 概 論 2 IV IV
青 年 心 理 学 2 Ⅵ Ⅵ

精神 衛 生 2 VI Ⅵ

学校 図書 館 学 I 2 Ⅵ Ⅵ

各科 教 科 教 育 法 3 Ⅴ Ⅵ

料
a

学

期

専 門 科 目
自

由

必 単

自
由

選
釈n

敬

#

攻

選択必
ォ
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般
体
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外
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倭

及 位
義 育

国
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必
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選

択

ぴ
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料
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a
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↓
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↓
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Ⅴ 2 3 . ・1 9
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Ⅱ 8 1 3 2 5 19
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計 36 4 12 20 36 10 JO 136

専 攻 必 修 科 El a K l-甘 榊 に

社 会 科 社 会 法学 1 経 済 学 , 社 会 学 , 地 理 学 ,
史学 1 哲 学 . 倫 理 学

理 科 理 科 物 理 学 . 化 学 , 生 物 学 , 地 学

家 磨 榊 家 慶 科 家政 学

破 業 科 職 業 農学 , 工 学 , 商 学

国 語 科 国 語 国語 国文 学

書 道 科 書 道 書 道 . 漢 文 学

数 学 科 数 学 数学

音 楽 科 青 菜 音 楽

図 画 工 作 科 図 画 工 作 図 画, 工 作

保 億 体 育 科 ォ サ 休 す 併 催 体 育

英 語 科 英 語 英 語 英 文 学

(出典「東京学芸大学カリキュラム』 1952年)

表15 1955 (昭和30)年度東京学芸大学のカリキュラム

甲教科群(社会科,理科,家政科,職業科)乙教科群(国語,書道,数学,音楽,図画工作,保健体育,英語)
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1954年教育職員免許法改正前後における中等教員養成の展開

( 3)戦後発足した目的的養成機関一東京学芸大学一

戦前の師範学校を母体とし、戦後になって中等教員養

成機能を担うようになった東京学芸大学を取り上げる。

1952年度(表14)と1955年度(表15)のカリキュラム

を比較すると、ほとんど変化がなく、単位数については

全く同様のものとなっている。また教職科目欄を見ると、

副次的養成機関よりは豊富な科目が用意されているが、

広島大学と比較すると、ほとんど選択の余地がないこと

がわかる。 1955年度の共通教職科目において、初等教育

原理をも開講しており、小学校教員免許をあわせて取得

することを前提としていたといえる。

( 4 )戦後発足した副次的養成機関一大阪商業大学一

大阪商業大学は、 1949年に大阪城東大学として発足し、

翌1950年に教職課程が整備された。そして同年に社会科

と職業科の中学校1級普通免許状、社会科と商業科の高

等学校2級普通免許状の取得が可能となり、 1954年に同

じ教科で、中学校教諭免許状、高等学校教諭免許状の課

程認定を受けi-J 。

教職科目の内容を見ると、教育職員免許法の基準の最

低レベルに若干の上乗せ程度の開講状況であったことが

わかる1953年度では、教職科目は専門科目に含まれて

いたが、 1954年度では、教職科目は専門科目の単位には

含まれずに、別個のものとして位置づけられるようになっ

た点が変化として捉えられる(表16)。

表16大阪商業大学の教職科目

1953 (昭和28)年度学科課程 教職科目

1年次配当 教育原酌 )

2年次配当 教育心理(4)

社会科教科科El 経済学概論(4) 政治学概論(4) 哲学概論(4) 日本史(4) 世界史(4)

人文地理(4) 心理学概論(4) 論理学概論(4) 倫理学概論(4)

3年次配当 職業指導(2) 地誌論(2) 農業通論(2)

社会科教科科目 社会学概論(4)

4年次配当 教科教育法 [中高社会科(4) 中高商業科(4) 中敬業科(4)1 教育実習(4)

教育史(2) 教育哲学(2) 教育社会(2) 教育行政(2)

※教職科目は,専門科Elの単位に含まれる0

1954 (昭和29)年度学科課程 教職科EI

1年次配当 教育原理(4)

2年次配当 教育心矧2} 青年心理(2)

3年次配当 職業指導(4) 地誌学(2) 産業総論(4)

4年次配当 教科教育法 [社会紺4) 商業紺4) 職業科(4)] 教育実習(4)

教育史(2) 教育社会(2)

茸教耶 目は,専門科目の単位には含まれないO

(出典大阪商業大学F (昭和二十八年船舶履修説明別間F (柵二十九年劇手相履修説明割)

(5)小括

各大学の動向を4つの類型ごとに小括すると、まず、

戦前からの目的的養成機関の場合には、充実したスタッ

フをもとに、多様な教職科目を提供し、また選択の余地

の広さに特徴がある。 1954年の課程認定によっても基本
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的には変化は見られなかった。これに対して、戦前から

の副次的養成機関の場合には、戦前からの無試験検定の

体制を発展的に継承していた点に特徴が見られた。特に

関西学院大学では1954年の課程認定によって、免許法施

行規則に準拠しつつも、無試験検定当時と同様にすべて

の学部で英語の免許取得が可能であったことが注目され

る。

戦後発足した目的的養成機関の場合には、免許法制定

当時の基準に準拠し、それを継承していた。それは選択

の余地の狭いものであった。そして1954年の課程認定に

よっても変化はなかった。ただし、初等教育関係科目を

も含んだ必須科目の配置がなされていた点に特徴が見ら

れた。最後に、戦後発足した副次的養成機関の場合には、

免許法に敏感に反応し、免許法の最低基準をたどったも

のになっていた1954年の課程認定においても、免許法

施行規則に準拠しつつ若干の上乗せにとどまる科目設定

になっていた。

以上のような各大学の動向は、以下のように3つの観

点からその特徴を整理することができる。

第一に、戦前・戦後の連続・非連続の観点からは、戦

前からの養成機関は、戦前の体制を継続させている点に

特徴があり、戦後発足した養成機関は、戦後の諸基準に

準拠した点に特徴があると見ることができる。

第二に、教員養成への目的性・副次性という観点から

は、目的的養成機関は、教職教養を可能な限り全面的に

展開しようとしていたのに対し、副次的養成機関では、

教職教養は諸基準に低レベルでの準拠にとどまっていた

と言える。こうした教職教養の提供の仕方に、目的性、

副次性の特徴を見ることができる。

第三に、教員養成の間接性と開放性という観点、すな

わち「開放制」における教員の資格認定の基準、要件が

各大学の「教育学部」での教職関係のカリキュラムによ

り保証されることから、いかなる教職課程、カリキュラ

ムが整備されていたかという観点からの考察が重要とな

る。そうした観点から各大学に見られる特徴を指摘する

ならば、戦前からの目的的養成機関は、教育学スタッフ

の潤沢さを背景として、自主的なカリキュラム編成を行

い、全学部に対して多様な選択履修科目を提供していた

点に特徴がある。戦前からの副次的養成機関は、教育学

のアカデミズム指向が見られるとともに、教職課程のあ

り方は、旧体制の温存であった。戦後に発足した目的的

養成機関は、リベラル・アーツ指向が見られ、さらに初

等・中等の教育原理を同時履修させ、学生の自由度は低

いものであった。そして戦後発足した副次的養成機関で

は、教職教養がメインのカリキュラムから分離されると

共に、低いレベルにとどめ容易な履修基準を設けていた

と言える。
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4.おわりに

戦前の教員養成制度を否定し、新たな理念によって発

足したとされる戦後教員養成制度であるが、中等学校教

員養成の展開を分析すると、戦前と戦後の連続面が浮か

び上がってきたOすなわちその連続面は、第-に施行法

の制定と一連の改正により、免許法の条件を緩和する措

置がとられ、その特例が小学校、中学校は1954年の施行

法の改正まで、高等学校は1961年まで存続していたこと、

第二に無試験検定制度は戦後も存続し、また課程認定制

度の導入は無試験検定制度の既得権を擁護するものであっ

たこと、第三に戦前からの養成機関において、戦前の体

制が継承されていた点に兄いだすことができた。

このような戦前・戦後の連続性は、理念として新たな

原則がうち立てられたものの、戦後の教員養成が、実態

としては戦前との連続面を強く保持しながら出発したこ

とを物語っている。このことは理念を具体化する基盤が

確立していなかったことを意味している。それは1つに

は教員需要への対応という現実の要請が理念の実現に先

行したためであるが、それ以上に新たな教員養成を担う

べき教育学が未熟であったことに起因していたと見るこ

とができる。教育学の未熟性が、教員養成におけるコア

すなわち教職に必要な最低要件の不確定性をもたらし、

各大学の多様な動向につながったと捉えられる。

教員養成における「開放制」は、 「教育学部」の主体

性を前提として、教員養成を担いうる適格性を備えてい

るかどうかが問われるべきであるところ、教育学の未熟

性、教員養成におけるミニマムの不確定性の故に、 「教

育学部」の適格判定を事実上不能にし、その結果、課程

認定制度の性格を「教育学部」を規制し、その設置を認

可する機能を果たすものに傾斜させることになったと捉

えられる。

<注>

1)本稿において「教育学部」とは、教育学研究、教育学教育、

教員養成の少なくとも1つを担うセクションを意味している。

2)浜田博文・西山薫・榊原禎宏・岩EEl康之「1954年免許法改

正前後における小学校教員養成の展開- 3国立大学および4

私立大学の事例分析を通して」 『東京学芸大学紀要第一部

門教育科学編』第48集、 1997年3月。

3)中島太郎編『教員養成の研究』第一法規、 1961年.

4)例えば、海後宗臣編『戦後日本の教育改革8教員養成』

東京大学出版会、 1971年。

5 )玖村敏雄編著『教育職員免許法同法施行法解説(法律編)』

1949年、学芸図書株式会社、 152-153頁。

6)同上、 153-154頁。

7)国立教育研究所『日本近代教育百年史第六巻』 1974年、

590頁。

8)同上、 591頁。

9 ) 『第十五回国会衆議院文部委員会会議録第18号』 (1953年3

月12日)には、課程認定の導入を主眼とする免許法改正案

が議題として提出されているが、趣旨説明にとどまり、この

会期でこれ以降改正案を審議した模様は確認できない。

10) 『東京大学百年史』資料編二。

ll)仲原晶子、長谷川和義「関西学院大学成立前史(1)付、

教職課程の歴史」関西学院大学文学部『創立九十周年関西学

院大学文学部記念論文集』

12) 『日本女子大学校四拾年史』 1941年。

13) 『谷同学園50年史』 1978年。

〔付記〕

本稿は、日本教育学会第55回大会(1996年8月29Eい京都大

学)におけるTE E S研究会の共同研究発表「戦後『教育学部』

史研究(2)-1954年免許法改正前後における中等学校教員養成

の展開-」のうち、竺沙・大谷が口頭発表を担当した部分の内

容に基づいている。 1 「はじめに」、 3 「各大学の動向」、 4

「おわりに」を竺抄が、 2 「免許法改正前後の施策動向」を大

谷が、それぞれ執筆した。 TEES研究会のメンバーは、竺抄、

大谷の他、以下の14名である。石村雅雄(京都大学)、岩田康

之(杉野女子大学)、尾上雅信(岡山大学)、金子勉(大阪教育

大学)、木岡一明(国立教育研究所)、北神正行(岡山大学)、

雲尾周(新潟大学)、小山恵美(神戸大学大学院)、榊原禎宏

(山梨大学)、西山薫(清泉女学院短期大学)、渡田博文(筑波

大学)、船寄俊雄(神戸大学)、堀井啓幸(帝京大学短期大学)、

山田朋子(奈良女子大学大学院)0



1954年教育職員免許法改正前後における中等教員養成の展開 53

The Training of Secondary School Teacher before and after the Amendment

of Educational Personnel Certification I-aw of 1954

Tomoaki CHIKUSA, Susumu OTANI

This paper aims at examinig the movement of teacher training policy and the actual condition of the

training of secondary school teacher at some universities before and after the Amendment of Educational

Personnel Certification Law of 1954.

This paper shows (1) the Enforcement Law of Educational Personnel Certification Law eased the require-

ment of a teacher certification which Educational Personnel Certification Law provided, (2) the admiting sys-

tem of teacher trainig course of universities protected the privilege of institutions that graduates got a

teacher's certification without examination before World Warn , (3) universities which were the institution

of teacher training kept the course of teacher training before World WarII. These indicate the continuation

of the teacher trainig system before and after World WarII.

We point out that pedagogy which should develop teacher training was very poor, and that made the

minimum requirement of teacher training uncertain and caused the various condition of the teacher training

at universities.


